
特定信書便事業と東北管内の参入状況 

１ 信書とは 
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法

及び民間事業者による信書の送達に関する法律(以下、信書便法)に規定されています。 

① 「特定の受取人」とは、差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として、特に定めた者のことで

す。 

② 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こり若しく

は存在する事柄等の事実を伝えることです。 

③ 「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その
他の有体物のことです（電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません）。  

２ 特定信書便事業の役務の種類 

【大型信書便サービス】 

第１号役務 

【３時間以内に送達】 

第２号役務 

【高付加価値サービス】 

第３号役務 
長さ、幅及び厚さの合計が 73cm を超

え、又は重量が４kg を超える信書便物
を送達するもの。 

信書便物が差し出された時から、３時

間以内に当該信書便物を送達するも
の。 

信書便物を送達する額が、800 円（国

内）を超えるもの。 

 

３ 東北管内の特定信書便事業への参入事業者一覧（２９者） ※今回、新規または変更があったもの  

 信書便事業者名 本社所在地 役務の種類 

 青森県定期自動車株式会社 青森県青森市 第１号 

 青森綜合警備保障株式会社 青森県青森市 第１号・第３号 

 赤帽青森県軽自動車運送協同組合 青森県青森市 第１号・第３号 

 赤帽岩手県軽自動車運送協同組合 岩手県盛岡市 第１号・第３号 

 北東北福山通運株式会社 岩手県盛岡市 第１号 

 ＡＬＳＯＫ岩手株式会社 岩手県盛岡市 第１号・第３号 

 株式会社テーシー東北 宮城県仙台市 第１号 

 赤帽宮城県軽自動車運送協同組合 宮城県仙台市 第１号・第３号 

 東北鉄道運輸株式会社 宮城県仙台市 第１号 

 株式会社東日本エース 宮城県仙台市 第１号 

 南東北福山通運株式会社 宮城県仙台市 第１号 

 Ｔ・トレジャー株式会社 宮城県仙台市 第１号・第３号 

 ＭＫ急便（松川 好伸） 宮城県石巻市 第１号・第３号 

 株式会社京浜サプライズ 宮城県角田市 第１号・第３号 

 株式会社コーユーサービス 宮城県仙台市 第３号 

 佐々木運送（佐々木 桂） 宮城県栗原市 第 1 号・第 3 号 

 日星商事（星 一公） 宮城県石巻市 第 1 号 

※ 髙澤運送（髙澤 進一） 宮城県仙台市 第 1 号 

 株式会社さきがけデジタル 秋田県秋田市 第３号 

 ハートフェルト(柏谷 悟志) 秋田県秋田市 第１号・第２号・第３号 

※ 株式会社秋田県赤帽 秋田県秋田市 第１号 

 ＡＬＳＯＫ秋田株式会社 秋田県秋田市 第１号・第３号 

 赤帽山形県軽自動車運送協同組合 山形県山形市 第１号 

 ＡＬＳＯＫ山形株式会社 山形県山形市 第１号・第３号 

 赤帽福島県軽自動車運送協同組合 福島県福島市 第１号・第３号 
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 株式会社帝北ロジスティックス 福島県福島市 第１号・第２号 

 ＡＬＳＯＫ福島株式会社 福島県郡山市 第１号・第３号 

 有限会社チューダー 福島県いわき市 第３号 

 株式会社東洋陸送社 神奈川県横浜市 第１号 
 
総務省のホームページ全国一覧（https://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html） 

https://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html%EF%BC%89

